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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車両が走行すると予測される道路の形状に関する道路形状情報を取得する道路形状情
報取得手段と、
　前記自車両の周囲の障害物情報を取得する障害物情報取得手段と、
　前記取得された前記道路形状情報及び前記障害物情報から前記自車両が走行すると予測
される目標軌跡の曲率と前記目標軌跡上の各地点までの移動距離に対する曲率変化率を算
出し、前記曲率と前記曲率変化率を有する目標軌跡を生成する目標軌跡生成手段と、
　前記算出された前記目標軌跡の曲率と前記曲率変化率において許容される操舵角速度の
上限値を設定する操舵角速度上限値設定手段と、
　前記自車両の速度と前記曲率変化率から算出される操舵角速度が、前記操舵角速度上限
値以下となる前記自車両の制御速度を算出する制御速度算出手段と、
　前記制御速度以下で前記自車両を走行させる速度制御手段と、
を有することを特徴とする車速制御装置。
【請求項２】
　前記自車両が前記目標軌跡を走行する際に許容されるヨー角速度の上限値を設定するヨ
ー角速度上限値設定手段又は前記自車両が前記目標軌跡を走行する際に許容される横加速
度の上限値を設定する横加速度上限値設定手段をさらに備え、
　前記制御速度算出手段は、前記車両の速度が所定値以上である場合には、前記自車両の
速度と前記曲率変化率から算出される操舵角速度が前記操舵角速度上限値以下であっても
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、前記自車両が前記目標軌跡を走行する際のヨー角速度が前記ヨー角速度の上限値以下又
は前記自車両が前記目標軌跡を走行する際の横加速度が前記横加速度の上限値以下となる
前記自車両の制御速度を算出することを特徴とする請求項１に記載の車速制御装置。
【請求項３】
　前記目標軌跡算出手段が、前記算出された曲率変化率に基づいて、前記車両が旋回状態
から直進状態へ移行すると判断した場合には、前記制御速度算出手段は、前記自車両の速
度と前記曲率変化率から算出される操舵角速度が、前記操舵角速度上限値以下となる前記
自車両の制御加速度を算出し、
　前記速度制御手段は、前記制御加速度以下で前記自車両を走行させることを特徴とする
請求項１に記載の車速制御装置。
【請求項４】
　前記自車両が前記目標軌跡を走行する際に許容されるヨー角加速度の上限値を設定する
ヨー角加速度上限値設定手段又は前記自車両が前記目標軌跡を走行する際に許容される横
加加速度の上限値を設定する横加加速度上限値設定手段をさらに備え、
　前記目標軌跡算出手段が、前記算出された曲率変化率が一定であると判断した場合には
、前記制御速度算出手段は、前記自車両が前記目標軌跡を走行する際のヨー角加速度が前
記ヨー角加速度の上限値以下又は前記自車両が前記目標軌跡を走行する際の横加加速度が
前記横加加速度の上限値以下となる前記自車両の制御加速度を算出し、
　前記速度制御手段は、前記制御加速度以下で前記自車両を走行させることを特徴とする
請求項１に記載の車速制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両の速度を制御する車速制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の装置として、自車両が走行する道路と位置をＧＰＳで推定し、ナビゲーション
装置の道路マップ上に表されている地点データを用いて前方カーブに対する許容進入速度
を算出し、前方カーブに対してオーバースピード状態（許容進入速度を超える状態）とな
らないように警報の出力又は減速制御を行う車速制御システムが知られている（特許文献
１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第３０９２８０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来の車速制御システムは、車両の運動限界を考慮した旋回加速度による走行を制御す
る。
　しかしながら、従来の車速制御システムでは、道路形状や障害物の位置によっては操舵
角速度が大きくなり、滑らかに走行できない場合がある。
【０００５】
　本発明が解決しようとする課題は、道路形状や障害物の位置にかかわらず、車両を滑ら
かに走行させることである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、道路形状情報及び障害物情報から自車両が走行すると予測される目標軌跡の
曲率と目標軌跡上の各地点までの移動距離に対する曲率変化率とを有する目標軌跡を生成
し、目標軌跡の曲率と曲率変化率において許容される操舵角速度の上限値を設定し、自車
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両の速度と曲率変化率から算出される操舵角速度が、操舵角速度上限値以下となる自車両
の制御速度を算出し、制御速度以下で自車両を走行させる制御を実行することを特徴とす
る車速制御装置を提供することにより、上記課題を解決する。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、操舵角速度が上限値を超えない状態が維持されるように車速を制御す
るので、道路形状や障害物の位置及び形状にかかわらず、車両を滑らかに走行させること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１Ａ】本実施形態に係る走行支援システム１の概要を示す第１の図である。
【図１Ｂ】本実施形態に係る走行支援システム１の概要を示す第２図である。
【図２】本実施形態に係る車速制御装置１００を備える走行支援システム１のブロック構
成図である。
【図３】本実施形態に係る車速制御装置１００の機能構成図である。
【図４】本実施形態の車速制御識処理の制御手順を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。本実施形態では、本発明に係る車
速制御装置を、車両の走行を支援する走行支援システムに適用した場合を例にして説明す
る。本実施形態における車速は車両の速度を含む。また、本実施形態における車速は車両
の加速度を含む。
【００１０】
　図１Ａ，図１Ｂは、車両用の走行支援システム１の概要を示す図であり、図２は本実施
形態に係る車速制御装置１００を備える走行支援システム１のブロック構成図である。図
１Ａ，図１Ｂに示すように、本実施形態の走行支援システム１は、車両に搭載されている
。
【００１１】
　図１Ａに示すように、走行支援システム１は、カメラ２０と、カメラコントローラ２１
と、コントロールユニットＣＵとを含む。コントロールユニットＣＵは、図２に示す車速
制御装置１００の制御装置１０と車両コントローラ５０を含む。
【００１２】
　カメラ２０は、車両の前方を含む周囲の映像を撮像する。車両前方を含む領域には、車
両の進行方向を基準に左右の所定角度の領域を含む。カメラコントローラ２１は、カメラ
２０の撮像画像を処理する画像処理機能を備える。カメラコントローラ２１は、カメラ２
０の撮像画像に基づいて、自車両が走行すると予測される道路の形状に関する道路形状情
報を取得する機能を備える。カメラコントローラ２１は、自車両の前方を走行する先行他
車両などの自車両の周囲の障害物に関する情報を検出する機能を備える。
【００１３】
　本実施形態のカメラ２０は、車両の前方の車幅方向の略中央位置に設けられる。本実施
形態では、車室内のフロントウィンドウの上部、車室内のインナーミラーステー等の固定
部に設置される。カメラ２０は、ＣＣＤ等の撮像素子を用いたカメラであり、車両Ｖの進
行方向の映像を撮像する。カメラ２０は、重力方向に沿って下側のピッチ角をもって車両
に取り付けられる。ピッチ角は、車両の高さやカメラ２０の性能に応じて適宜に設定する
ことができる。本実施形態のカメラ２０は、車両前方の数ｍ～数１０ｍ先の路面及び路側
を撮像する。本実施形態では、広角のカメラ２０を用いることが好ましい。カメラ２０は
、撮像した画像データを後述する画像処理装置２１に出力する。
【００１４】
　本実施形態のカメラ２０は、画像処理装置２１を備える。画像処理装置２１は、車両が
これから走行する道路（車両前方の道路）の撮像画像から道路形状を検出する。道路形状



(4) JP 6237256 B2 2017.11.29

10

20

30

40

50

の検出手法は特に限定されないが、例えば、特開平１１－１０２４９９号公報に記載され
ているように、フロントカメラ２５の画像データを二値化等の処理により自車両近傍の白
線を検出し、検出した白線の車両前方における走行車線に対する車両の相対横変位Ｙ(x)
を算出する。白線に基づく道路形状の情報は車速制御装置１００の制御装置１０に出力す
る。相対横変位Y(x)の算出手法は特に限定されないが、本例では、x = 0[m]～30[m]の範
囲で複数のポイント（点）を設定し、この設定した点の数だけ車両前方における走行車線
に対する車両の相対横変位Ｙ(x)を算出する。車両の相対横変位Ｙ(x)は、車速制御装置１
００の制御装置１０へ出力する。
【００１５】
　また、本実施形態の画像処理装置２１は、車両がこれから走行する道路（車両前方の道
路）の撮像画像から障害物の存在、位置、形状等に係る障害物情報を検出する。障害物の
検出手法は特に限定されず、撮像画像からエッジ情報を抽出し、エッジ情報をパターンマ
ッチングなどの手法により評価し、エッジ情報に対応する障害物の存否を検出する。画像
処理装置２１は、自車両の前方（周囲）の他車両、二輪車、歩行者、路肩の設置物などの
、自車両の走行する領域に存在する物体を障害物として検出する。
【００１６】
　画像処理装置２１は、道路形状の位置情報、障害物の位置情報、又はこれら二つの位置
情報を後述する制御装置１０へ送出する。画像処理装置２１は、道路形状の位置情報から
、自車両が走行する車線の外延、つまり車両が走行すると予測される目標軌跡の位置情報
を算出し、それを制御装置１０へ送出してもよい。画像処理装置２１は、障害物の存在を
考慮し、道路形状の位置情報と障害物の位置情報とから、車両が走行すると予測される目
標軌跡の位置情報を算出し、それを制御装置１０へ送出してもよい。本例では、車載装置
２００のカメラ２０が画像処理装置２１を備える構成例を説明するが、車速制御装置１０
０側に画像処理装置２１を設けてもよい。
【００１７】
　図１Ｂは、本実施形態の走行支援システム１の構成を示す。図１Ｂにおいて１ＦＬは車
両の左側前輪であり、１ＦＲは車両の右側前輪であり、１ＲＬは車両の左側後輪であり、
１ＲＲは車両の右側後輪である。本実施形態の走行支援システム１は、ラック２と、ピニ
オン３と、ステアリングホイール４よ、ステアリングシャフト５とを備える。実施形態の
走行支援システム１は、さらに、操舵アクチュエータ１６（ＥＰＳまたは操舵トルク発生
手段）と、車速センサ４１と、ヨーレートセンサ４２と、舵角センサ４３とを備える。
【００１８】
　特に限定されないが、図１Ｂに示す本実施形態の車両の前輪１ＦＬ，１ＦＲには、一般
的なラックアンドピニオン式の操舵機構が配設されている。この操舵機構は、前輪１ＦＬ
，１ＦＲの操舵軸（タイロッド）に接続されるラック２と、これに噛合するピニオン３と
、このピニオン３をステアリングホイール４に与えられる操舵トルクで回転させるステア
リングシャフト５とを備えている。このステアリングシャフト５におけるピニオン３の上
部位置には、前輪１ＦＬ，１ＦＲを自動操舵するための操舵アクチュエータ１６が配設さ
れている。
【００１９】
　図２に示すように、本実施形態の走行支援システム１は、車速制御装置１００と車載装
置２００とを備える。本実施形態において、車速制御装置１００と車載装置２００とは、
相互に情報の授受を行うためにＣＡＮ（Controller Area Network）その他の車載ＬＡＮ
によって接続されている。なお、本実施形態では、車速制御装置１００の制御装置１０は
、車両の車両コントローラ５０とともに、コントロールユニットＣＵとして一体に構成さ
れる。もちろん、車速制御装置１００の制御装置１０と車両コントローラ５０とを別体の
ユニットとして構成してもよい。
【００２０】
　本実施形態の車速制御装置１００は、走行する道路に応じた車速を算出し、自車両の車
速制御を実行する。本実施形態の走行支援システム１は、自車両の加減速操作（車速制御
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操作）や操舵操作などの一部又は全部を実行し、又は自車両の走行に必要な情報を出力し
て自車両の走行を支援する。
【００２１】
　車載装置２００は、カメラ２０と、出力装置３０と、センサ４０と、車両コントローラ
５０と、駆動装置６０と、操舵装置７０と、走行支援装置８０と、ナビゲーション装置９
０とを備える。以下、各装置について説明する。
【００２２】
　本実施形態の出力装置３０としてのディスプレイ３１やスピーカ３２は、車両のドライ
バが視認可能なダッシュボード周囲に設置される。必要に応じて走行を支援するための情
報をドライバに提示する。
【００２３】
　本実施形態のセンサ４０は、車速センサ４１、ヨーレイトセンサ４２、舵角センサ４３
、加速度センサ４４、及び姿勢センサ４５を含む。車速センサ４１は、図示しない自動変
速機の出力側もしくは各車輪に取り付けられ、車速は変速機の出力側の回転数や車輪の回
転数を計測することにより車両の移動速度を検出する。車速センサ４１で検出された車速
ＶもコントロールユニットＣＵ（車両コントローラ５０，制御装置１０）に出力される。
ヨーレートセンサ４２は、車両に発生するヨー角速度を検出するヨー角速度検出機能を有
しており、検出されたヨー角速度γもコントロールユニットＣＵ（車両コントローラ５０
、制御装置１０）に出力される。舵角センサ４３は、ステアリングシャフト５の回転変位
を直接またはギヤ機構等により増幅した後、ロータリエンコーダやポテンショメータ等の
角度検出機構によって操舵角検出信号として検出する。本実施形態の舵角センサ４３は、
ステアリングシャフト５の回転角から操舵角θを検出してコントロールユニットＣＵ（車
両コントローラ５０，制御装置１０）に出力する。加速度センサ４４は、車両の加速度を
検出し、コントロールユニットＣＵ（車両コントローラ５０，制御装置１０）に出力する
。姿勢センサ４５は、自車両の進行方向を含む姿勢を検出する。各センサ４０の具体的な
構成及び機能は特に限定されず、出願時に知られたセンサを適宜に用いることができる。
【００２４】
　車両コントローラ５０は、車両全体の動作を制御するＥＣＵ（Electronic Control Uni
t）である。車両コントローラ５０は、車載された各種のセンサ４０からの検出信号を取
得する。取得した信号は車速制御に用いられ、走行支援装置８０、車速制御装置１００へ
送出される。
【００２５】
　駆動装置６０は、車両Ｖの駆動機構であり、運転者のアクセル操作及びブレーキ操作に
よる入力信号、車両コントローラ５０又は走行支援装置８０から取得した制御信号に基づ
いて車両の加減速制御を実行する。これにより、車両の加減速制御を自動的に行うことが
できる。
【００２６】
　操舵制御装置７０は、ステアリングアクチュエータを備える。ステアリングアクチュエ
ータは、ステアリングのコラムシャフトに取り付けられるモータ等を含む。運転者のステ
アリング操作による入力信号、車両コントローラ５０又は走行支援装置８０から取得した
制御信号に基づいて車両を駆動する。
【００２７】
　走行支援装置８０は、検出された道路形状や、ナビゲーション装置９０の地図情報９２
が記憶するレーンマーカモデルを用いて、自車両が車線中央の位置を維持して走行するよ
うに又は自車両が車線に対して設定された横位置を維持して走行するように操舵装置７０
の制御を行う。走行支援装置８０は、車両コントローラ５０の各種センサ５１から取得し
た車速、操舵角、およびステアリングアクチュエータの電流の情報に基づいて、操舵制御
量を算出し、ステアリングアクチュエータに電流指令を送ることで、自車両が目標の横位
置を走行するように制御を行う。
【００２８】
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　ナビゲーション装置９０は、現在位置を検出するＧＰＳ（Global Positioning System
）９１と、地点情報、道路情報、施設情報などを位置情報に対応づけた地図情報９２とを
有する。
【００２９】
　次に、車速制御装置１００について説明する。図２に示すように、本実施形態の車速制
御装置１００は、制御装置１０を備える。本実施形態の車速制御装置１００は、自車両の
制御車速を算出し、自車両を制御車速以下で走行させるように制御する。
【００３０】
　本実施形態の車速制御装置１００の制御装置１０は、図示しないマイクロコンピュータ
等の離散化されたディジタルシステムで構成され、車速制御装置１０は、自車両の制御速
度を算出し、自車両を制御速度以下で走行させる。本実施形態の車速制御装置１００の制
御装置１０は、自車両の車速を制御するプログラムが格納されたＲＯＭ（Read Only Memo
ry）１２と、このＲＯＭに格納されたプログラムを実行することで、車速制御装置１００
として機能する動作回路としてのＣＰＵ（Central Processing Unit）１１と、アクセス
可能な記憶装置として機能するＲＡＭ（Random Access Memory）１３と、を備えるコンピ
ュータである。
【００３１】
　図３は、本実施形態に係る車速制御装置１００が備える制御装置１０の機能ブロック図
である。本実施形態の制御装置１０は、道路形状情報取得機能と、障害物情報取得機能と
、目標軌跡生成機能と、操舵角速度上限値設定機能と、ヨー角速度上限値設定機能、横加
速度上限値設定機能、制御車速算出機能と、車速制御機能とを備える。制御車速算出機能
は、車速上限値演算機能と、加速度上限値演算機能とを有する。本実施形態の制御装置１
０は、ヨー角加速度上限値設定機能又は横加加速度上限値設定機能とを備える。本実施形
態の制御装置１０は、上記機能を実現するためのソフトウェアと、上述したハードウェア
の協働により各機能を実行するコンピュータである。
【００３２】
　以下、本実施形態に係る車速制御装置１００の各機能について説明する。
【００３３】
　まず、本実施形態の制御装置１０の道路形状情報取得機能について説明する。本実施形
態の制御装置１０は、自車両が走行すると予測される道路の形状に関する道路形状情報を
取得する。本実施形態の制御装置１０は、ナビゲーション装置９０のＧＰＳ９１が検出し
た自車両の現在位置と自車両の姿勢センサ４５が検出した自車両の進行方向などを用いて
、自車両の現在位置を特定する。制御装置１０は、特定された現在位置から車両前方に存
在し、これから自車両が走行すると予測される道路の形状を取得する。地図情報９２は、
地点情報と対応づけた道路の形状を記憶する。制御装置１０は、自車両の現在位置を基準
に自車両が走行すると予測される道路の道路形状情報を地図情報９２から取得する。また
、本実施形態の制御装置１０は、自車両に設置されたカメラ２０の撮像画像から道路領域
を識別し、その道路領域の外延形状から道路の道路形状情報を取得してもよい。撮像画像
に基づいて道路形状を検出する手法は出願時に知られた手法を適宜に用いることができる
。取得した道路形状情報は、目標軌跡の生成処理に利用される。
【００３４】
　本実施形態の制御装置１０の障害物情報取得機能について説明する。本実施形態の制御
装置１０は、自車両の周囲の障害物情報を取得する。障害物情報は、自車両が走行すると
予測される道路上の物体を含む。道路上の物体は、道路標識、停車中の車両、駐車中の車
両、先行走行車両を含む。本実施形態の制御装置１０は、カメラ２０の撮像画像から画像
の特徴点を抽出し、抽出した特徴点に基づいて物体の存在、物体の種別を評価する。撮像
画像に基づいて障害物を検出する手法は出願時に知られた手法を適宜に用いることができ
る。取得した障害物情報は、目標軌跡の生成処理に利用される。
【００３５】
　本実施形態の制御装置１０の目標軌跡生成機能について説明する。本実施形態の制御装
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置１０は、取得された道路形状情報及び障害物情報から自車両が走行すると予測される目
標軌跡の曲率と目標軌跡上の各地点までの移動距離に対する曲率変化率を算出する。本実
施形態において、目標軌跡は、走行予定の道路上に存在する障害物を回避して走行すると
きの車両の移動軌跡である。制御装置１０は、道路形状情報により今後自車両が走行する
道路の形状を認識する。その道路上に障害物が存在する場合には、道路形状どおりに目標
軌跡を設定することは不適切である。本実施形態の制御装置１０は、道路の形状とその道
路上に存在する障害物を回避して走行するための目標軌跡を生成する。この目標軌跡は、
自車両が走行すると予測される軌跡の曲率とその曲率変化率により定義される。
【００３６】
　本実施形態の制御装置１０の操舵角速度上限値設定機能について説明する。本実施形態
の制御装置１０は、算出された目標軌跡の曲率と曲率変化率において許容される操舵角速
度の上限値を設定する。本実施形態では、車両を実際に走行させたときに、ドライバが安
心して走行できる操舵角速度を、操舵角速度の上限値として設定する。本実施形態では、
車両を実際に走行させたときに、操舵制御の追従遅れが無視できる操舵角速度を、操舵角
速度の上限値として設定する。操舵角速度の上限値は、予め実走行（シュミレーションを
含む）を伴う実験により設定される。
【００３７】
　本実施形態の制御装置１０は、算出された目標軌跡の曲率と曲率変化率の目標軌跡を、
その軌跡どおりに走行できるように車速を考慮して目標とする操舵角（以下、「目標操舵
角」ともいう）、操舵角速度（以下、「目標操舵角速度」ともいう）を算出する。目標操
舵角は、目標軌跡の曲率と車速から求めることができる。目標操舵角速度は、目標軌跡の
曲率変化率と車速から求めることができる。一例ではあるが、目標とする操舵角は、後述
する式４を用いてを算出する。この場合において、不連続な目標操舵角が算出されないよ
うにするためには目標軌跡の曲率が連続であることが好ましい。走行する軌跡が連続でな
いとは、道路曲率（または旋回半径）が例えば、直線から１００Ｒ（曲率半径１００ｍ）
のカーブへ、さらに直線道路へ移行するような道路である。
【００３８】
　本実施形態の制御装置１０は、目標変化率の曲率・曲率変化率から求めた目標操舵角に
応じて、操舵角速度の上限値を設定する。ちなみに、同じ曲率の道路でも車速が異なると
目標とする操舵角度が異なる。操舵角・操舵角速度の変化が滑らかに（大きな変化量が所
定量以下の状態を保って）行われるためには、無限でない値で曲率変化率が算出され、そ
の曲率変化率が大きいほど車両速度を低くして走行することにより実現できる。
【００３９】
　本実施形態の制御装置１０のヨー角速度上限値設定機能について説明する。本
実施形態の制御装置１０は、自車両が目標軌跡を走行する際に許容されるヨー角速度の上
限値を設定する。本実施形態では、車両を実際に走行させたときに、ドライバが安心して
走行できるヨー角速度（車両挙動変化）を、ヨー角速度の上限値として設定する。ヨー角
速度の上限値は、予め実走行（シミュレーションを含む）を伴う実験により設定される。
本実験においては、車速、ヨー角速度を変化させた実走行において、ドライバの安心感を
調査する。安心感は、ドライバの主観的な評価であってもよいし、ドライバの生体反応な
どの客観的評価であってもよい。
【００４０】
　加えて、ヨー角加速度上限値設定機能をさらに備えてもよい。本実施形態の制御装置１
０は、自車両が目標軌跡を走行する際に許容されるヨー角加速度の上限値を設定する。本
実施形態では、車両を実際に走行させたときに、ドライバが安心して走行できるヨー角加
速度（車両挙動変化）を、ヨー角加速度の上限値として設定する。ヨー角加速度の上限値
は、予め実走行（シミュレーションを含む）を伴う実験により設定される。本実験におい
ては、車速、ヨー角速度を変化させた実走行において、ドライバの安心感を調査する。安
心感は、ドライバの主観的な評価であってもよいし、ドライバの生体反応などの客観的評
価であってもよい。
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【００４１】
　本実施形態の制御装置１０の横加速度上限値設定機能について説明する。本実施形態の
制御装置１０は、自車両が目標軌跡を走行する際に許容される横加速度の上限値を設定す
る。本実施形態では、車両を実際に走行させたときに、ドライバが安心して走行できる横
加速度（車両挙動変化）を、横加速度の上限値として設定する。横加速度の上限値は、予
め実走行（シミュレーションを含む）を伴う実験により設定される。本実験においては、
車速、横加速度を変化させた実走行において、ドライバの安心感（主観）を調査する。
【００４２】
　加えて、横加加速度上限値設定機能をさらに備えてもよい。本実施形態の制御装置１０
は、自車両が目標軌跡を走行する際に許容される横加加速度の上限値を設定する。横加加
速度は、単位時間あたりの横加速度の変化率である。横加加速度は、躍度（やくど）、ジ
ャークともいう。本実施形態では、車両を実際に走行させたときに、ドライバが安心して
走行できる横加加速度（車両挙動変化）を、横加加速度の上限値として設定する。横加加
速度の上限値は、予め実走行（シミュレーションを含む）を伴う実験により設定される。
本実験においては、車速、横加加速度を変化させた実走行において、ドライバの安心感（
主観）を調査する。
【００４３】
　本実施形態の車速制御装置１００の制御装置１０の制御速度算出機能について説明する
。本実施形態の制御装置１０の制御速度算出機能は、車速上限値演算機能と、加速度上限
値演算機能とを有する。
【００４４】
　まず、車速上限値算出機能について説明する。本実施形態の制御装置１０は、自車両の
速度と曲率変化率から算出される操舵角速度が、操舵角速度上限値以下となるような自車
両の制御速度を算出する。
【００４５】
　本実施形態の制御装置１０は、操舵角速度の上限値Ｓθmaxと、目標軌跡の曲率ρと、
目標軌跡の曲率変化率κ＝dρ/dxと、車速Ｖと、ホイールベースｌと、スタビリティファ
クタＡとに基づいて、目標軌跡を走行する際の操舵角速度が、操舵角速度上限値Ｓθmax
以下となるような自車両の制御速度Ｖを算出する。具体的な制御速度Ｖの算出手法は、後
に手順とともに詳述する。算出された制御速度は、自車両の自動走行や走行支援などにお
ける速度制御処理に用いられる。
【００４６】
　本実施形態の制御装置１０は、車両の速度が所定値以上である場合には、自車両の速度
と曲率変化率から算出される操舵角速度が操舵角速度上限値以下であっても、自車両が目
標軌跡を走行する際のヨー角速度がヨー角速度の上限値以下又は自車両が目標軌跡を走行
する際の横加速度が横加速度の上限値以下となるような自車両の制御速度を算出する。
　本実施形態の制御装置１０は、ヨー角速度上限値γmaxと、目標軌跡の曲率変化率κ＝d
ρ/dxと、目標軌跡の曲率ρと、車速Ｖとに基づいて、自車両が目標軌跡を走行する際の
ヨー角速度がヨー角速度の上限値以下又は自車両が目標軌跡を走行する際の横加速度が横
加速度の上限値以下となるような自車両の制御速度Ｖを算出する。
【００４７】
　また、本実施形態における車両の速度が所定値以上であるか否かの判断で用いる速度の
閾値（所定値）は、車速の上昇とともに操舵角速度に対するヨー角速度・ヨー角加速度の
感度が上昇する領域に応じて予め定義する。この特性は、車種、車両仕様に応じて異なる
ので、実際の走行試験結果に基づいて速度の閾値（所定値）を定義することが好ましい。
【００４８】
　車種や車両の仕向地によっても変わるが、一般的に、操舵角速度に対するヨー角速度の
感度（小さな操舵角速度で大きなヨー角速度が発生する特性）、ヨー角加速度の感度（小
さな操舵角速度で大きなヨー角加速度が発生する特性）は、車速が０～５０ｋｍ／ｈくら
いまで直線的に上昇し、車速が７０ｋｍ／ｈ程度で飽和する。他方、ヨー角速度、ヨー角
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加速度の感度特性は、車速が上昇するとともに大きくなる傾向がある。つまり、車速が高
い領域では、小さな操舵角速度で大きなヨー角速度・ヨー角加速度が発生する特性が存在
する。本実施形態の車速制御装置１００は、車速の上昇とともに操舵角速度に対するヨー
角速度・ヨー角加速度の感度が上昇する領域においては、操舵角速度の上限値で発生する
ヨー角速度・ヨー角加速度を、ヨー角速度・ヨー角加速度の上限値をよりも小さい値に設
定する。
【００４９】
　これにより、車速が高い場合にはヨー角速度・ヨー角加速度が優先的に抑制されるよう
な制御車速を算出できる。つまり、本実施形態の車速制御装置１００は、車速に基づいて
、操舵角速度とは異なるヨー角速度・ヨー角加速度や横加速度による車速制御を優先する
か、操舵角速度による車速制制御を優先するかを選択できる。つまり、操舵角速度を予測
して車速を抑制するという画一的な車速制御だけではなく、車両挙動変化を直接的に示す
量であるヨー角速度・ヨー角加速度や横加速度を直接評価し、実際の車両挙動変化を考慮
して車速を抑制できる。
【００５０】
　続いて、加速度上限値演算機能について説明する。
　本実施形態の車速制御装置１００の制御装置１０は、目標軌跡算出機能が、算出された
曲率変化率に基づいて、車両が旋回状態から直進状態へ移行すると判断した場合には、自
車両の速度と曲率変化率から算出される操舵角速度が、操舵角速度上限値以下となるよう
な自車両の制御加速度を算出する。
【００５１】
　本実施形態の制御装置１０は、目標軌跡の曲率及び／又は曲率変化率に基づいて、車両
が旋回状態から直進状態へ移行するか否かを判断する。具体的に、車両が旋回状態から直
進状態へ移行する軌跡の曲率及び／又は曲率変化率の基準パターンと、車両が走行する目
標軌跡の曲率及び／又は曲率変化率のパターンとを比較する。比較の結果、特徴点が共通
すれば、車両が旋回状態から直進状態へ移行する状態であると判断する。
【００５２】
　本実施形態の車速制御装置１００の制御装置１０は、算出された目標軌跡における曲率
変化率が一定であると判断した場合には、自車両が目標軌跡を走行する際のヨー角加速度
がヨー角加速度の上限値以下又は自車両が目標軌跡を走行する際の横加加速度が横加加速
度の上限値以下となるような自車両の制御加速度を算出する。
【００５３】
　本実施形態の制御装置１０は、目標軌跡における曲率変化率が一定であるか否か判断す
る。車両が走行する目標軌跡の曲率変化率の変化量が所定値未満である場合には、目標軌
跡における曲率変化率が一定であると判断する。
【００５４】
　制御車速算出機能により算出された車速上限値と加速度上限値は、車速の制御処理に用
いられる。制御装置は、算出された車速上限値と加速度上限値を用いて、車両の速度を制
御する。
【００５５】
　本実施形態の制御装置１０の速度制御機能について説明する。本実施形態の制御装置１
０は、算出された制御速度以下で自車両を走行させる制御を実行する。本実施形態の制御
装置１０は、算出された制御加速度以下で自車両を走行させる制御を実行する。車両の制
御速度（所定の速度）、車両の制御加速度（所定の加速度）に基づく自車両の制御手法は
、特に限定されず、本願の出願時に知られた手法を適宜に用いることができる。
【００５６】
　続いて、図４に基づいて、本実施形態のコントロールユニット１０で実行される車速制
御処理の手順を説明する。この処理は、例えば、10msec毎のタイマ割込処理として実行さ
れる。
【００５７】



(10) JP 6237256 B2 2017.11.29

10

20

30

40

50

　日本国特許庁の電子出願の様式の制限により、明細書の本文中においてテキストデータ
として使用できない文字が存在する。例えば、量ｘについて一般的には「ｘドット」と称
される文字「ｘ」の頭部にドット記号「・」を付した微分記号や、「ｘ」の頭部に二つの
ドット記号「・・」を付した二階微分記号などは、日本国特許庁に対する電子出願では使
用できない。このため、本明細書のテキスト部分においては、量ｘを一回微分をした一階
微分記号としての「ｘドット」には記号「Ｓ」を付して「ＳＸ」と表現し、量ｘを二回微
分した二階微分記号としての「ｘツードット」には記号「ＳＳ」を付して「ＳＳＸ」と表
現し、量ｘを三回微分した三階微分記号としての「ｘスリードット」には記号「ＳＳＳ」
を付して「ＳＳＳＸ」と表現する。ただし、イメージデータにより入力した数式には本来
のドット記号を文字の頭部に付した態様で表現する。
【００５８】
　図４に示すように、ステップＳ１において、本実施形態の車速制御装置１００の制御装
置１０は、操舵角センサ４３で検出した操舵角θ、ヨーレートセンサ４２で検出したヨー
角速度γ、車速センサ２２で検出した車速Ｖ、並びに、カメラコントローラ２６で検出し
た車両前方横変位Ｙ(x)を読み込んでからステップＳ２へ移行する。制御装置１０は前後
ホイール間の距離であるホイールベースｌ（エル）、前後輪コーナリングパワーと重心か
ら前後輪軸間距離と、車重から定義されるスタビリティファクタＡを予め記憶している。
【００５９】
　ステップＳ２において、本実施形態の制御装置１０は、自車両が走行すると予測される
道路の形状に関する道路形状情報を取得する。並行して、本実施形態の制御装置１０は、
自車両の周囲の障害物情報とを取得する。
【００６０】
　ステップＳ３において、本実施形態の制御装置１０は、取得した道路形状情報と車両周
囲の障害物情報とから自車両が走行すると予測される目標軌跡の曲率データ列｛ρx=x1、
ρx=x2、…、ρx=xN｝と、目標軌跡上の各地点までの移動距離に対する曲率変化率データ
列｛κx=x1、κx=x2、…、κx=xN｝を算出する。　
ここで、κは、下式１で定義できる。
【数１】

【００６１】
　本実施形態の制御装置１０は、求めた目標軌跡の曲率データ列｛ρx=x1、ρx=x2、…、
ρx=xN｝と曲率変化率データ列｛κx=x1、κx=x2、…、κx=xN｝とにより、車両が走行す
ると予測される目標軌跡を生成する。
【００６２】
　次いで、ステップＳ４に移行し、本実施形態の制御装置１０は、ヨー角速度上限値γMA

X及び／又は横加速度上限値ＳＳｙMAXを設定する。
【００６３】
　次いで、ステップＳ５に移行し、操舵角速度上限値ＳθMAXを設定する。なお、ステッ
プＳ３からステップＳ５に進んでもよい。操舵角速度上限値ＳθMAXは、後述する式４を
用いて求めることができる。
【００６４】
　ステップＳ４、ステップＳ５と並行して、ステップＳ１１を実行する。ステップＳ１１
において、本実施形態の制御装置１０は、ヨー角加速度上限値ＳγMAX及び／又は横加加
速度上限値ＳＳＳｙMAXを設定する。横加加速度上限値ＳＳＳｙMAXは、ステップＳ４で求
めた横加速度上限値ＳＳＳｙMAXを用いて算出してもよい。
【００６５】
　次いで、ステップＳ６では車速上限値を算出する。本実施形態においては、過大な車両
挙動を防ぐ観点から、車速上限値を算出する。車速上限値は、本実施形態における「制御
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速上限値よりも低い車速を制御車速として用いることもできる。
【００６６】
　以下に、制御車速として車速上限値を求める一連の処理例を示す。
　本実施形態において、ヨーレートγは、例えば式２により定義する。
【数２】

【００６７】
　本実施形態において、車両が走行する軌跡の曲率ρは、例えば式３により定義する。
【数３】

【００６８】
　本実施形態において、曲率ρの軌跡を走行する際の自車両の目標操舵角θは、例えば式
４で表わすことができる。
【数４】

　ただし、Ａはスタビリティファクタと呼ばれる車両の運動特性を決定する定数である。
【００６９】
　円旋回の基本式を式５に示す。
【数５】

【００７０】
　本実施形態の制御装置１０は、式５で示す円旋回の基本式を用いて、ヨー角速度がヨー
角速度上限値γmax以下となり、かつ横加速度が横加速度上限値ＳＳｙmax以下となるよう
な車速上限値Ｖmaxを算出する。
　具体的には、本実施形態の制御装置１０は、例えば下式６により車速上限値ＶMAXを算
出する。
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【数６】

【００７１】
　次いで、本実施形態の制御装置１０は、ステップＳ３で算出された目標軌跡を走行する
ために操舵制御する場合に発生する操舵角速度Ｓθが操舵角速度上限値Ｓθmax以下とな
るような車速上限値Ｖmaxを算出する。
【００７２】
　本実施形態の制御装置１０は、ステップＳ３で算出された目標軌跡を走行する場合に必
要な曲率データ列に基づいて、操舵制御するときに発生する操舵角速度Ｓθを式４を用い
て、例えば式７により求める。

【数７】

【００７３】
　下式８の関係により、ステップＳ６では、式７の操舵角速度Ｓθが操舵角速度上限値Ｓ
θmaxより小さくなるように車速上限値Ｖを算出する。

【数８】

【００７４】
　すなわち、一例ではあるが、下式９を満足する車速上限値Ｖを算出する。つまり、目標
軌跡の曲率、目標軌跡の曲率変化率と自車両の速度（車速）とから算出される操舵角速度
が、設定された操舵角速度上限値よりも小さくなるという条件を満たす上限車速を算出す
る。

【数９】

【００７５】
　なお、操舵角θに付されたプラスとマイナスの符号は操舵の方向に対応する。例えば＋
θの場合、ハンドルが左側に切れて車が左方向に向かう状態であり、－θの場合、ハンド
ルが右側に切れて車が右方向に向かう状態である。曲率変化率も同様に定義する。左側へ
曲率がより大きく（旋回半径がより小さく）なる方向がプラスになるように定義する。
【００７６】
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　具体的には、ＳＶ＜＜１を仮定して、９式と曲率変化率データ列｛κx=x1、κx=x2、…
、κx=xN｝を用いて下式１０を満足する車速上限値Ｖ＝Ｖmaxを算出する。
【数１０】

【００７７】
　また、ステップＳ６においては、本実施形態の制御装置１０は、ヨー角加速度Ｓγで示
される車両挙動変化がヨー角加速度上限値Ｓγmaxよりも小さくなるように車速上限値Ｖm

axを算出する。付加的な条件として、本実施形態の制御装置１０は、車両横加速度ＳＳｙ
で示される車両挙動変化が横加速度上限値ＳＳｙmaxよりも小さくなるように車速上限値
Ｖmaxを算出する。
【００７８】
　ヨー角加速度Ｓγ、横加加速度上限値ＳＳＳｙmaxは、下式１１により求められる。横
加速度ＳＳｙをもう一回微分した値が横加加速度ＳＳＳｙである。

【数１１】

【００７９】
　ヨー角加速度上限値Ｓγmaxと横加加速度上限値ＳＳＳｙmaxとして、下記の式１２を満
足する車速上限値Ｖmax・加速度上限値Ｓmaxを算出する。
　具体的には、ＳＶ＜＜１を仮定して、１２式と曲率変化率データ列｛κx=x1、κx=x2、
…、κx=xN｝を用いて１２式を満足する車速上限値Ｖmax・加速度上限値Ｓmaxを算出する
。

【数１２】

【００８０】
【数１３】

【００８１】
　ヨー角速度上限値γmaxと横加速度上限値ＳＳｙmaxを考慮した車両の制御車速の算出処
理は、車両の速度が所定値以上である場合に実行してもよい。
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　ステップＳ７において、式９が操舵角速度上限値Ｓθmaxより小さくなる、車両の加速
度上限値ＳＶmaxを算出する。式７から下式１４を求める。
【数１４】

【００８３】
　式１４の関係から、目標軌跡の曲率データ列｛ρx=x1、ρx=x2、…、ρx=xN｝、および
、目標軌跡の進行方向に関する曲率変化率データ列｛κx=x1、κx=x2、…、κx=xN｝を用
いて加速度上限値ＳＶmaxは次式１５のように算出される。操舵角速度上限値を用いた式
１５から算出される加速度を加速度上限値とし、この加速度上限値を基準に走行制御をす
る。

【数１５】

【００８４】
　旋回方向の曲率・曲率の変化の方向により式の展開に差があるので、曲率ρの正負ごと
に関係を求める。曲率と曲率変化率にそれぞれ正負の条件がある。式１５は、カーブ後半
の方で直線に向かっていく場合に横方向の車両挙動をなるべく滑らかに維持する前方への
加速度の上限値ＳＶmaxを求める。
【００８５】
　このステップＳ７の処理、つまり、操作角速度を考慮した加速度の制御処理は、算出さ
れた曲率変化率から車両が旋回状態から直進状態へ移行すると判断した場合において実行
させてもよい。
【００８６】
　また、ステップＳ７において、本実施形態の制御装置１０は、ヨー角加速度や車両横加
加速度のような車両挙動変化が、ヨー角加速度上限値Ｓγmaxや横加加速度上限値ＳＳＳ
ｙよりも小さくなるような車両の加速度上限値を算出する。式１２により、加速度上限値
ＳＶmaxは下式１６を満たす。下式１６から算出される加速度を加速度上限値とし、この
加速度上限値を基準に速度制御が行われる。
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【数１６】

【００８７】
　上式１６を満たす加速度上限値ＳＶは次式１７により算出できる。
【数１７】

【００８８】
　このステップＳ７の処理、つまり、ヨー角加速度、横加加速度を考慮した加速度の制御
処理は、算出された曲率変化率が一定であると判断した場合において実行させてもよい。
【００８９】
　最後に、ステップＳ８において、本実施形態の制御装置１０は、ステップ６において算
出された速度上限値Ｖmax、ステップ７において算出された加速度上限値ＳＶmaxを用いて
現時点からの目標車速列を生成する。
【００９０】
　ステップＳ８において、本実施形態の制御装置１０は前方で低速区間が算出されている
場合には、急ブレーキとなることにないようにするため、低速区間の手前から所定の減速
度設定値で徐々に減速するように目標車速列を含む制御命令を生成する。本実施形態の制
御装置１０は、速度に関する制御命令を駆動装置６０に直接送出して、車両の駆動を制御
してもよい。本実施形態の制御装置１０は、速度に関する制御命令を走行支援装置８０に
送出し、走行支援装置８０により車両の駆動を制御させてもよい。車両の車速制御の具体
的な手法については、特に限定されず、出願時に知られた手法を適宜に用いる。
【００９１】
　また、本実施形態の制御装置１０は、前方で目標車速上限値の大きい区間が算出されて
いる場合は、急加速とならないように手前から所定の加速度設定値で徐々に加速するよう
に目標車速列を含む制御命令を生成する。
【００９２】
　さらに、本実施形態の制御装置１０は、加速の際に、先のステップで算出された加速度
上限値ＳＶmaxと、車速制御装置１００が予め設定した所定の加速度設定値αとを比較し
、加速度上限値ＳＶmaxが加速度設定値αよりも小さい値の場合には、この加速度上限値
ＳＶmaxで加速させる制御命令を生成する。他方、本実施形態の制御装置１０は、加速度
上限値ＳＶmaxが加速度設定値α以上の場合には、加速度設定値αで加速させる制御命令
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を生成する。
【００９３】
　本実施形態の車速制御装置１００は以上のように構成され、動作するので、以下の効果
を奏する。
【００９４】
　[１]本実施形態の車速制御装置１００は、道路形状や障害物の位置及び形状にかかわら
ず、操舵角速度が上限値を超えない状態が維持されるように自車両の車速を制御するので
、自車両の走行軌跡に対する追従誤差が小さい走行制御を実現できる。
　本実施形態の車速制御装置１００では、曲率と曲率変化率とから操舵角速度が操舵角速
度上限値以下となるような車速上限値を算出し、この車速上限値から導出された制御速度
で車両の走行を制御する。
　本実施形態の車速制御装置１００は、操舵角度を小さくできるので、目標軌跡への追従
誤差を小さくできる。大きい操舵角速度が必要な場面では、短い時間で大きな操舵角変化
を実現させる必要がある。しかし、路面反力などの外乱や制御系における遅れなどにより
、目標軌跡どおりに走行させるために必要な操舵角量の出力タイミングが適切なタイミン
グからずれてしまう場合がある。操舵角目標値に実際の操舵角が乖離してしまうと、目標
軌跡どおりに車両を走行させることができない。
　他方、操舵角速度を小さく維持すると、操舵角の制御目標値の制御処理の一周期あたり
の更新量が小さくて済む。このため、実際の操舵角が操舵角目標値から遅れにくくなり、
適切なタイミングで必要な操舵角量を出力できる。つまり、目標軌跡に対して追従誤差が
生じない状態で車両を走行させることができる。
　本実施形態の車速制御装置１００によれば、走行が予定される道路の形状や回避すべき
障害物の位置と形状によって大きな操舵角速度が発生して滑らかに走行できないような場
面においても、滑らかに走行できるように制御できる。
　たとえば、直線とカーブのつなぎ目で曲率が急に変化するような場面、つまり、カーブ
路への進入場面時、特に小径のカーブ路への進入場面、直線状の道路と円状の道路とが連
なって構成されている道路を走行する場面では、その道路の旋回半径（または曲率）を容
易に曲がり切れる車速で走行したとしても、カーブと直線が切り替わるポイントで操舵角
速度を高くする必要があり、滑らかに走行できない。
　本実施形態の車速制御装置１００は、操舵角速度が上限値を超えない状態が維持される
ように自車両の車速を制御するので、このような場面においても操舵角度をピンポイント
で高くさせないので、車両を滑らかに走行させることができる。カーブと直線の切り替わ
りが短い距離で設定されている道路、例えば、交差点の出入り口での走行シーン、Ｕター
ンをする場合の走行シーン、ワインディングロードでの走行シーンなどにおいても、本実
施形態の車速制御装置１００は、車両を滑らかに走行させることができる。
【００９５】
　[２]本実施形態の車速制御装置１００は、車両の速度が所定値以上である場合には、自
車両の速度と曲率変化率から算出される操舵角速度が操舵角速度上限値以下であっても、
自車両が目標軌跡を走行する際のヨー角速度がヨー角速度の上限値以下又は自車両が目標
軌跡を走行する際の横加速度が横加速度の上限値以下となるような自車両の制御速度を算
出する。このため、車速が相対的に高い場合でも、車両の急激な挙動変化を抑制できるの
で、車両を滑らかに走行させ、乗り心地の良い走行制御を実現できる。
【００９６】
　[３]本実施形態の車速制御装置１００は、算出された曲率変化率に基づいて、車両が旋
回状態から直進状態へ移行すると判断した場合には、自車両の速度と曲率変化率から算出
される操舵角速度が、操舵角速度上限値以下となるような自車両の制御加速度を算出する
。このため、カーブから脱出する際など、旋回状態から直進状態へ移行する場合には、ハ
ンドルの動きが抑制された状態で、最大限の加速が可能となる。
　車両が旋回状態から直進状態へ移行する場合には、車両運動限界となる車速が高めに算
出される傾向があるため、道路形状に応じたドライバの感覚に合致する加速状態が得られ
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ない場合があるという問題がある。これに対し、本実施形態の車速制御装置１００は、車
両が旋回状態から直進状態へ移行する場合に、ハンドルの動きが抑制された状態で最大限
の加速状態に制御するので、ドライバの感覚に合致する加速状態で車速を制御できる。
　道路の曲率半径が小さい道路から直線状の道路に移行する際に加速する場合においても
、ハンドルの戻し遅れによる軌跡追従誤差の発生を抑制できるので、車両を目標軌跡に沿
って移動できる状態を維持して加速できる。
【００９７】
　[４]本実施形態の車速制御装置１００は、算出された目標軌跡における曲率変化率が一
定であると判断した場合には、自車両が目標軌跡を走行する際の加速度がヨー角加速度の
上限値以下又は自車両が目標軌跡を走行する際の横加加速度が横加加速度の上限値以下と
なるような自車両の制御加速度を算出する。本実施形態の車速制御装置１００によれば、
道路曲率一定の旋回状態となった場合であっても、ヨー角加速度、横加加速度の値が抑制
された状態を維持しつつ加速度を制御するので、車両の急激な挙動変化を抑制できる。こ
の結果、車両を滑らかに走行させ、乗り心地の良い走行制御を実現できる。
【００９８】
　なお、以上説明した実施形態は、本発明の理解を容易にするために記載されたものであ
って、本発明を限定するために記載されたものではない。したがって、上記の実施形態に
開示された各要素は、本発明の技術的範囲に属する全ての設計変更や均等物をも含む趣旨
である。
【００９９】
　すなわち、本明細書では、本発明を、車速制御装置１００と車載装置２００とを備える
車両用の走行支援システム１を例にして説明するが、本発明はこれに限定されるものでは
ない。
【０１００】
　本明細書では、本発明に係る車速制御装置の一態様として、制御装置１０を備える車速
制御装置１００を一例として説明するが、これに限定されるものではない。
【０１０１】
　本明細書では、道路形状情報取得手段と、障害物情報取得手段と、目標軌跡生成手段と
、操舵角速度上限値設定手段と、制御車速算出手段と、車速制御手段とを備える本発明に
係る車速制御装置の一例として、道路形状情報取得機能と、障害物情報取得機能と、目標
軌跡生成機能と、操舵角速度上限値設定機能と、制御車速算出機能手段と、車速制御機能
とを実行する制御装置１０を備える車速制御装置１００を一例として説明するが、これに
限定されるものではない。
【０１０２】
　本明細書では、ヨー角速度上限値設定手段又は横加速度上限値設定手段とを備える本発
明に係る車速制御装置の一例として、ヨー角速度上限値設定機能又は横加速度上限値設定
機能を実行する制御装置１０を備える車速制御装置１００を一例として説明するが、これ
に限定されるものではない。
【０１０３】
　本明細書では、ヨー角加速度上限値設定手段又は横加加速度上限値設定手段とを備える
本発明に係る車速制御装置の一例として、ヨー角加速度上限値設定機能又は横加加速度上
限値設定機能を実行する制御装置１０を備える車速制御装置１００を一例として説明する
が、これに限定されるものではない。
【符号の説明】
【０１０４】
１…走行支援システム
１００…車速制御装置
　１０…制御装置
　　１１…ＣＰＵ
　　１２…ＲＯＭ
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　　１３…ＲＡＭ
　２００…車載装置
　２０…カメラ
　３０…出力装置
　４０…センサ
　４１…車速センサ
　４２…ヨーレートセンサ
　４３…舵角センサ
　４４…加速度センサ
　４５…姿勢センサ
　　３１…ディスプレイ
　　３１…スピーカ
　５０…車両コントローラ
　６０…駆動装置
　７０…操舵装置
　８０…走行支援装置
　９０…ナビゲーション装置
　　９１…ＧＰＳ
　　９２…地図情報、道路情報

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図４】
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